
議
員

平
成
十
八
年
十
月
に

障
害
者
自
立
支
援
法
が
本
格

施
行
さ
れ
て
か
ら
約
半
年
が

経
過
し
た
。
こ
の
間
に
市
民

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
要
望
が
あ

り
、
具
体
的
な
支
援
策
を
実

施
し
て
き
た
も
の
と
考
え
る
。

利
用
者
負
担
に
つ
い
て
、
本

市
の
支
援
策
を
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

日
常
生
活

用
具
給
付
な
ど
地
域
生
活
支

援
事
業
の
利
用
者
負
担
に
つ

い
て
、
低
所
得
者
世
帯
の
負

担
割
合
を
一
〇
％
か
ら
五
％

に
引
き
下
げ
る
な
ど
の
軽
減

策
を
実
施
し
た
。

議
員

利
用
者
負
担
に
つ
い

て
、
今
後
も
支
援
策
を
拡
大

し
て
い
く
考
え
は
あ
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

平
成
十
九

年
四
月
か
ら
は
、
低
所
得
者

世
帯
の
月
額
支
払
上
限
額
を

一
万
五
〇
〇
〇
円
か
ら
三
七

五
〇
円
に
引
き
下
げ
る
。
さ

ら
に
、
負
担
軽
減
の
対
象
を

非
課
税
世
帯
だ
け
で
な
く
、

市
民
税
所
得
割
額
が
一
〇
万

円
未
満
の
世
帯
に
も
拡
大
す

る
予
定
で
あ
る
。

議
員

障
害
者
に
対
す
る
本

市
の
就
労
支
援
策
に
つ
い
て

聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

市
が
業
務

委
託
し
て
い
る
就
労
援
助
セ

ン
タ
ー
で
は
、
就
労
に
当
た

っ
て
の
生
活
指
導
や
企
業
と

の
調
整
等
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
就
労
に
必
要
な
能
力

向
上
の
た
め
に
作
業
訓
練
等

を
行
い
、
一
般
企
業
等
へ
の

就
労
を
目
指
す
取
り
組
み
を

十
九
年
度
以
降
に
段
階
的
に

実
施
し
て
い
く
。

議
員

短
期
間
で
会
社
を
辞

め
る
障
害
者
も
い
る
と
聞
く

が
、
本
市
は
ど
の
よ
う
に
対

応
す
る
考
え
な
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

十
九
年
度

か
ら「
就
労
支
援
強
化
事
業
」

を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

こ
の
事
業
は
、
就
労
後
に
施

設
職
員
が
会
社
訪
問
等
を
行

い
、
障
害
者
に
助
言
や
指
導

等
を
実
施
す
る
こ
と
に
対
し

て
助
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

議
員

障
害
者
自
立
支
援
法

の
本
格
施
行
に
よ
っ
て
、
障

害
程
度
区
分
が
一
定
基
準
に

満
た
な
い
障
害
者
は
施
設
か

ら
の
退
所
を
迫
ら
れ
て
お
り
、

大
き
な
不
安
を
抱
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
障
害
者
の
不
安

に
つ
い
て
、
本
市
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
聞
き

た
い
。

健
康
福
祉
部
長

基
準
に
満

た
な
い
施
設
入
所
者
は
、
原

則
と
し
て
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

や
ケ
ア
ホ
ー
ム
等
に
移
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
経
過

措
置
と
し
て
、
二
十
三
年
度

末
ま
で
は
現
在
の
施
設
で
の

生
活
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
国
会
の
厚
生
労
働

委
員
会
で
大
臣
は
、
二
十
四

年
度
以
降
も
施
設
か
ら
退
所

さ
せ
な
い
よ
う
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
と
し
て
い
る
た
め
、

不
安
は
解
消
さ
れ
る
と
考
え

て
い
る
。

議
員

十
九
年
度
の
当
初
予

算
に
西
部
福
祉
会
館
整
備
事

業
と
し
て
約
四
八
〇
〇
万
円

が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
事
業
の
こ
れ
ま
で
の
経
過

と
今
後
の
予
定
を
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

十
七
年
度

に
旭
地
区
の
公
所
地
内
に
建

設
用
地
を
取
得
し
、
現
在
、

地
質
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

十
九
年
度
は
施
設
の
実
施
設

計
、
造
成
工
事
、
下
水
道
の

公
共
枡
の
設
置
工
事
を
行
う

予
定
で
あ
る
。

議
員

地
質
調
査
の
結
果
に

よ
っ
て
は
建
設
費
に
変
更
が

生
じ
る
と
考
え
る
が
、
想
定

し
て
い
る
全
体
の
事
業
費
を

伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

施
設
本
体

の
工
事
費
や
設
備
整
備
費
等

で
約
一
〇
億
円
と
見
込
ん
で

お
り
、
用
地
費
を
含
め
全
体

の
事
業
費
は
約
一
二
億
円
と

想
定
し
て
い
る
。

議
員

西
部
福
祉
会
館
の
整

備
は
、
旭
地
区
の
住
民
が
長

年
に
わ
た
り
早
期
実
現
を
要

望
し
て
き
た
。
い
つ
頃
開
館

す
る
予
定
な
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

次
期
平
塚

市
総
合
計
画
の
実
施
計
画
に

位
置
づ
け
て
推
進
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
二
十
年
度
か
ら

二
か
年
で
工
事
等
を
実
施
し
、

二
十
二
年
度
に
開
館
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

議
員

西
部
福
祉
会
館
は
ど

の
よ
う
な
機
能
を
備
え
た
施

設
と
な
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

高
齢
者
か

ら
の
各
種
相
談
業
務
や
教
養

講
座
お
よ
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
等
の
活
動
の
機
会
を
提

供
す
る
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
機
能
を
備
え
る
と
と
も
に
、

障
害
者
や
乳
幼
児
か
ら
高
齢

者
ま
で
利
用
で
き
る
地
域
福

祉
活
動
の
拠
点
と
し
て
整
備

し
て
い
く
。

議
員

西
部
福
祉
会
館
を
活

用
す
る
に
当
た
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
事
業
が
実
施
さ
れ
る
も

の
と
考
え
る
が
、
現
在
ど
の

よ
う
な
検
討
状
況
に
あ
る
の

か
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

現
在
、
庁

内
関
係
各
課
で
検
討
会
を
組

織
し
、
具
体
的
な
事
業
内
容

や
実
施
方
法
に
つ
い
て
協
議

し
て
い
る
。

議
員

西
部
福
祉
会
館
の
運

営
は
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い

く
考
え
な
の
か
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

運
営
形
態

に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者

制
度
を
導
入
す
る
考
え
だ
が
、

既
存
の
福
祉
会
館
で
の
状
況

等
を
検
証
し
た
上
で
判
断
し

て
い
き
た
い
。

議
員

平
成
十
九
年
四
月
に

「
が
ん
対
策
基
本
法
」
が
施

行
さ
れ
、
が
ん
に
対
す
る
各

自
治
体
の
取
り
組
み
が
肝
要

に
な
る
。
本
市
に
お
け
る
が

ん
検
診
の
受
診
者
数
の
拡
大

策
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

十
九
年
度

は
、
前
立
腺
が
ん
の
検
診
を

加
え
る
と
と
も
に
、
子
宮
が

ん
検
診
の
対
象
を
二
〇
歳
以

上
の
全
て
の
女
性
と
す
る
。

議
員

が
ん
対
策
に
つ
い
て
、

治
療
を
中
心
と
し
た
施
策
か

ら
予
防
に
重
点
を
置
く
施
策

に
転
換
す
る
と
聞
く
が
、
本

市
の
取
り
組
み
を
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

一
次
予
防

と
し
て
、
壮
年
期
か
ら
高
齢

期
の
が
ん
に
対
す
る
健
康
教

育
を
行
い
、
二
次
予
防
と
し

て
、
が
ん
検
診
等
を
行
っ
て

い
る
。
今
後
も
平
塚
市
医
師

会
等
と
も
連
携
を
図
り
、
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
な
ど
、

が
ん
予
防
に
関
す
る
情
報
の

提
供
等
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

議
員

平
成
十
九
年
一
月
の

厚
生
労
働
省
の
通
知
で
は
、

最
低
限
必
要
な
妊
婦
検
診
の

公
費
負
担
の
回
数
は
五
回
程

度
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本

市
は
二
回
で
あ
る
。
無
料
検

診
の
回
数
増
に
つ
い
て
の
考

え
を
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

十
九
年
度

中
に
、
神
奈
川
県
医
師
会
等

と
妊
婦
検
診
の
委
託
内
容
を

調
整
し
、
二
十
年
度
か
ら
無

料
検
診
の
回
数
を
増
や
し
て

い
き
た
い
。

議
員

二
回
の
無
料
検
診
で

妊
婦
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た

場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応

を
し
て
い
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

医
療
機
関

と
連
携
し
、
本
市
の
助
産
師

等
が
妊
婦
訪
問
を
行
い
、
保

健
指
導
等
を
実
施
し
て
い
る
。

妊
娠
検
診
の
公
費
負
担

回
数
増
の
考
え
尋
ね
る

施
設
か
ら
の
退
所

今
後
の
措
置
は

議
員

平
塚
市
民
病
院
で
は
、

医
業
収
益
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
患
者
数
が
十
八
年
度

も
減
少
し
た
が
、
そ
の
理
由

を
聞
き
た
い
。

病
院
事
務
局
長

主
な
要
因

は
、
呼
吸
器
専
門
医
が
欠
員

と
な
る
な
ど
、
内
科
系
の
医

師
が
不
足
し
た
こ
と
や
、
地

域
診
療
所
へ
紹
介
す
る
外
来

患
者
数
が
増
加
し
た
こ
と
、

入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数

を
短
縮
し
た
こ
と
な
ど
に
よ

る
影
響
と
考
え
て
い
る
。

議
員

患
者
数
の
減
少
に
ど

の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
考

え
な
の
か
。

病
院
事
務
局
長

平
成
十
九

年
二
月
か
ら
は
、
内
科
の
呼

吸
器
専
門
医
は
臨
時
医
師
で

対
応
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
十
八
年
度
よ
り

多
く
の
患
者
の
受
け
入
れ
が

可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

議
員

女
性
の
患
者
は
、
女

性
医
師
が
診
療
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
安
心
感
が
生
ま
れ
、

心
身
の
特
性
を
考
慮
し
た
最

適
な
医
療
が
提
供
で
き
る
と

考
え
る
。
平
塚
市
民
病
院
の

医
師
の
う
ち
、
女
性
が
占
め

る
割
合
を
聞
き
た
い
。

病
院
事
務
局
長

市
民
病
院

の
女
性
医
師
等
の
割
合
は
、

平
成
十
九
年
四
月
在
籍
予
定

の
医
師
・
専
修
医
で
は
、
約

一
二
％
、
臨
床
研
修
医
で
は

約
三
六
％
で
あ
る
。

議
員

女
性
ス
タ
ッ
フ
だ
け

で
診
療
を
行
う
「
女
性
専
門

外
来
」
を
開
設
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
考
え
を
聞
き
た
い
。

病
院
事
務
局
長

開
設
に
つ

い
て
の
検
討
は
行
っ
て
き
た

が
、
男
女
と
も
に
医
師
確
保

が
難
し
く
、
実
現
に
至
っ
て

い
な
い
。

相
談
業
務
等
を
実
施

地
域
福
祉
の
拠
点
に

「
女
性
専
門
外
来
」

開
設
の
考
え
問
う

昨
年
四
月
よ
り
「
障
害
者

自
立
支
援
法
」
が
施
行
さ
れ

た
が
、
障
害
者
福
祉
・
医
療

に
か
か
る
「
応
益
負
担
」
の

導
入
は
、
通
所
や
介
護
等
の

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
減
ら
す
、

生
活
費
を
削
る
な
ど
、
障
害

者
の
生
活
に
予
想
以
上
の
深

刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

ま
た
、
障
害
者
の
地
域
生

活
を
支
え
て
き
た
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
事
業
所
や
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
、
通
所
施
設
な
ど
も
大

幅
な
減
収
等
で
経
営
困
難
な

状
況
に
陥
っ
て
お
り
、
法
に

明
記
さ
れ
て
い
る
三
年
後
の

見
直
し
ま
で
に
サ
ー
ビ
ス
利

用
や
生
活
が
継
続
で
き
な
く

な
る
恐
れ
が
あ
る
。

国
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
負

担
軽
減
の
拡
充
や
施
設
等
の

減
収
に
対
す
る
一
定
の
見
直

し
も
、
三
年
間
の
期
限
付
き

で
あ
る
こ
と
や
、
応
益
負
担

そ
の
も
の
の
仕
組
み
は
継
続

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
問
題

が
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て

は
、
下
記
の
事
項
を
早
急
に

実
現
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望

す
る
。

一

福
祉
・
医
療
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
に
対
す
る
「
定
率

（
応
益
）
負
担
」
を
見
直

す
こ
と
。
と
り
わ
け
、
住

民
税
非
課
税
世
帯
か
ら
の

利
用
料
徴
収
は
早
急
に
見

直
す
こ
と
。

二

国
は
責
任
を
も
っ
て
障

害
者
の
実
態
や
ニ
ー
ズ
把

握
を
行
い
、
自
治
体
が
支

給
決
定
し
た
サ
ー
ビ
ス
や

地
域
生
活
支
援
事
業
に
対

し
て
財
源
保
障
を
す
る
こ

と
。

三

障
害
者
が
地
域
で
人
間

ら
し
く
生
き
て
い
け
る
よ

う
に
、
支
援
・
サ
ー
ビ
ス

の
社
会
基
盤
整
備
に
つ
い

て
拡
充
策
を
進
め
る
こ
と
。

四

「
障
害
の
定
義
」
を
見

直
し
、
難
病
や
高
次
脳
機

能
障
害
を
法
制
度
の
対
象

に
す
る
こ
と
。

五

障
害
者
が
地
域
社
会
の

中
で
、
個
人
と
し
て
尊
重

さ
れ
、
か
つ
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
よ
う
に
、
年
金
の

あ
り
方
を
見
直
し
、
整
備

す
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九

九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

平

塚

市

議

会

障障
害害
者者
自自
立立
支支
援援
法法
のの

見見
直直
しし
をを
求求
めめ
るる
意意
見見
書書

医
師
不
足
等
で
患
者
数
減
少

市
民
病
院
の
対
応
聞
く
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利利用用者者のの負負担担軽軽減減ななどど実実施施
今後も様々な施策を展開

第 ��� 号

一般企業での作業の様子

ひらつか議会だより
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